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ごあいさつ 

 

 平成 15 年 1 月 1 日に「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例が施行され、

平成 14 年の刑法犯認知件数約 6 万件をベースとして、向こう 3 年間で犯罪を 30％減少

させるという犯罪抑制目標が策定されました。そうした中、「減らそう犯罪」県民総ぐるみ

運動の一環として、広島市安佐南区が県下の防犯モデル地区として指定され、平成 16・

17 年度の 2 年間、「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会の名称にて、住民・行政・警

察が三位一体となり活動を推進してまいりました。県下はもとより全国的にも初めての試

みだったのではないでしょうか。 

 そして、昼夜を問わずひたすら頑張り、当初の目標を大きく上回る 40％以上の犯罪減少

率で目標を達成できましたことは、住民の意識向上、治安復活への期待感によるものであ

ったと思います。 

 「防犯意識向上部会」「安全なまちづくり部会」「青少年健全育成部会」の 3 部会や役員

会による真摯な協議、事務局の卓越した発想と行動力、そして住民、企業からの深い理解

に基づく支援・協力に対し、深甚なる敬意を表します。 

 そして、広島県・広島市からの多方面にわたるご支援、警察行政の神色自若なご指導も

忘れることはできません。ありがとうございました。 

 私自身、水の教訓第一節の「自ら活動して他を動かすは和なり」を念頭に微力を尽くし、

浅学非才、虚弱傷害の自分が皆様方の絶大なる支えとご協力の下に大役を遂行できました

ことに、深くお礼を申し上げますとともに、今後も「声かけて みんなで守る 安佐南」を

スローガンとして、この 2 年間で培ったノウハウを大いに活用し、我々の活動を全国に波

及させ、犯罪のない“安全で安心できるまちづくり・くにづくり”に大きく貢献したいと

念願する次第です。 

 最後になりましたが、皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、ご挨拶と致し

ます。 

 

平成 18 年 3 月吉日 

「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会 

会長 大向 龍視 
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    「減らそう犯罪」住民・行政・警察協働モデル事業とは    

    広島県では、犯罪の起こりにくい安全で安心なまちづくりをめざして、平成１５年から「減ら

そう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例に基づく「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動を展

開しています。 
この運動は、県民、事業者、行政、ＮＰＯ、ボランティア、警察等多様な主体が一体となって

取り組むことが重要ですが、当時、安全・安心なまちづくりに向けた活動ノウハウについては確

立したものがなく、県民運動として県内全域へ波及させていくためには、モデル地区を指定して、

他の地域の模範となる先駆的な取組みを重点的かつ集中的に進めていく必要がありました。 
    そこで、広島県では、この運動の一層の拡大と定着を図るため、広島市との共同事業として、

平成１６年度・１７年度の２年間、広島市安佐南区で「『減らそう犯罪』住民・行政・警察協働

モデル事業」（以下、「モデル事業」という。）を展開することとしたのです。 
 

    モデル事業の展開方式 

    モデル事業を行うに当たっては、広島県と広島市が負担金を支出し、住民、行政、警察等多様

な主体の意見がそれぞれ事業に反映されうる、任意の協議会組織を立ち上げることとされました。 
この方式（いわゆる「実行委員会方式」）で事業展開を行うことにより、協議会の構成員・構

成団体が検討段階から事業に参画することが可能になり、より主体的かつ柔軟な活動を行うこと

が期待されたのです。 
    この協議会で、構成員等が自由に意見を出し合い、 

○ 住民、行政、警察等の協働体制のあり方 
○ 地域住民の防犯意識の高揚方策 
○ 地域住民による自主防犯活動の普及と浸透を図る方策 
○ 他の地域への効果的事例の波及方策 

   などを検討するとともに、具体的な事業を先導的に試行することとされました。 
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協議会組織 
（実行委員会） 住 民 

学 校 警察署 

 各種団体 
参画 参画 

事業費支出 

具体的な事業の企画・検討・実行 

の設立 



 

    実施地区の選定理由 

    広島市安佐南区がモデル事業の実施地区に選定された主な理由は、以下のとおりです。 
○ 犯罪が多発しており、早期に治安対策が必要であったこと。 
  （平成１４年中の刑法犯認知件数～広島市内で中区に次いで２番目、県全体でも３番目） 

     ○ 広島都市圏のベッドタウンとして市内８区の中で最大の人口（約２２万人）を擁し、 
小・中学校や高校、大学等の教育施設、郊外型大型店舗なども集中。また、インターチェ

ンジ２ヶ所、新交通システム（アストラムライン）、幹線道路等交通網が整備され、各種

行政上極めて重要な地域であったこと。 
     ○ 旧来の住宅地と新興住宅街が混在し、さらに大型団地も開発されるなど、今後の地域社

会のあり方や課題を抽出する上での条件が整っていたこと。 
○ 当時、広島市内で唯一、警察署の管轄区域と行政区域が合致する「一区一警察署」の地

域であり、行政とのスムースな連携が期待できたこと。 
○ 元来、学区防犯組合を中心とした防犯活動が盛んであり、２年間という限られた期間の

中でも、事業の展開が見込める素地の地域であったこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 

犯罪が多発 市内最大の人口 

防犯活動が活発 新旧住宅地が混在 

一区一警察署 



 

 
 
 

    協議会の設立にいたるまで 

モデル事業の実施主体となる協議会を効率的かつ円滑に設立するため、平成１６年５月７日、

広島北警察署内に「減らそう犯罪！安佐南」まちづくり協議会（仮称）設立準備委員会を設立し

ました。 

この委員会には、安佐南区民、協議会への参画候補機関・団体、安佐南区役所、広島北警察署

の代表者計１５人が委員として参画し、５回にわたる会議開催の結果、幅広い視点から協議会メ

ンバーの人選が行われるとともに、協議会の構成、規約、事業計画案など組織の基本的な素案が

策定されました。 
 

    「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会の設立 

    安佐南区コミュニティ交流協議会の委員を中心に３１団体の代表、区民代表の７人及び関係行

政機関で構成した協議会の設立総会を同年６月４日に開催し、名称、役員、会則、事業計画及び

予算を決定しました。 
(1) 名 称 

「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会 

(2) 委 員 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 役 員 

会 長  広島北防犯組合連合会会長 
     副会長  安佐南区社会福祉協議会会長 
     副会長  安佐南区商工会連絡協議会副会長 
     副会長  広島北警察署少年補導協助員連絡協議会会長 
     監 事  安佐南区女性団体連合会会長 
     監 事  地域安全推進指導員 

安佐南区社会福祉協議会 安佐南消防団 私立広陵高等学校 

安佐南区女性団体連合会 少年を育む安佐南区民の会 大学生代表（安田女子大学） 

安佐南区青少年健全育成連絡協議会 広島北警察署少年補導協助員連絡協議会 ＪＲ可部駅 

広島市学区体育団体安佐南区連合会 広島北コンビニエンス・ストア連絡協議会 広島北タクシー防犯・交通協力会 

安佐南区子ども会連合会 日本ガーディアン・エンジェルス広島支部 広島北金融機関防犯組合 

安佐南区老人クラブ連合会 小学校長会安佐南区会 地域安全推進指導員（３人） 

安佐南区民生委員児童委員協議会 中学校長会安佐南区会 職域安全推進連絡員（２人） 

安佐南区ＰＴＡ連合会（小・中） 県立祇園北高等学校 安佐南区役所 

広島北防犯組合連合会 県立安古市高等学校 安佐南消防署 

安佐南区保護司会 県立安西高等学校 広島北警察署 

安佐南地区更生保護女性会 市立沼田高等学校 

安佐南区商工会連絡協議会 私立大下学園祇園高等学校 
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「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会会則 

 
    第１章 総則 
 （名称） 
第１条 この会は、「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。 
 （目的） 
第２条 協議会は、住民・行政・警察協働モデル事業の円滑な推進について協議し、犯罪の起こりにくい

まちづくりのための取組を実施することにより、日本一安全で住みよい安佐南区にすることを目的とす
る。 

 （事業） 
第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
 (1) 広報啓発事業に関すること。 
 (2) 住民による自主活動の支援事業に関すること。 
 (3) 会議・講演会等の主催事業に関すること。 
 (4) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 
 
   第２章 組織 
 （組織） 
第４条 協議会は、「減らそう犯罪」安佐南まちづくりに必要と認める関係機関・団体の代表者その他の

役職員等をもって構成する。 
２ 協議会内に、部会を置く。 
 （役員） 
第５条 協議会は、次に掲げる役員を置く。 
 (1) 会長      １名 
 (2) 副会長    ３名 
 (3) 監事    ２名 
２ 会長は、会員の互選による。 
３ 副会長は、会員のうちから会長が指名する。 
４ 監事は、会長が委嘱する。 
 （役員の職務） 
第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行するとともに、部会を指導する。 
３ 監事は、会計その他の事務を監査する。 
 （代決） 
第７条 会長が不在のときは副会長が、会長及び副会長がともに不在のときは事務局長がその事務を代決

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要と認められる事項については、代決することが

できない。 
 （任期） 
第８条 役員の任期は、第２７条に規定する協議会の解散の日までとする。ただし、特別な事由があると

きはこの限りでない。 
２ 補欠により就任した役員の任期は、本会の解散の日までとする。 
 （顧問） 
第９条 協議会に、顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、会長が委嘱する。 
３ 顧問は、協議会に対し、必要に応じて助言を行うことができる。 
 （助言者） 
第１０条 協議会の事業推進に関し、機関・団体などから助言者の派遣を要請することができる。 
 
   第３章 会議 
 （会議の種類） 
第１１条 協議会に次の会議を置く。 
 (1) 総会 
 (2) 役員会 
 （構成） 
第１２条 総会は、会員をもって構成する。 
２ 役員会は、役員をもって構成する。 
 （権能） 
第１３条 総会は、次の事項について議決する。 
 (1)  企画・運営及び終結業務についての重要な事項に関すること。 
 (2)  会則の変更に関すること。 
 (3)  予算及び決算に関すること。 
 (4) その他重要な事項に関すること。 



 

 

２ 役員会は、次の事項について議決する。 
 (1)  総会の議決した事項の執行に関すること。 
 (2)  総会に付議すべき事項に関すること。 
 (3)  部会において重要と認めた事項に関すること。 
 (4)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 
 （開催） 
第１４条 総会は、毎年２回開催するものとする。 
２ 役員会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。 
 （招集） 
第１５条 会議は、会長が招集するものとし、必要と認めた場合は、部会長の出席を求めることができる。 
 （議長） 
第１６条 会議の議長は、出席者の中から選出する。 
 （議決） 
第１７条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定するものとする。 
 
    第４章 部会 
 （構成） 
第１８条 部会は、部会員をもって構成する。 
２ 部会員は、会員及び部会において必要と認める機関、団体その他の者で構成する。 
 （部会長） 
第１９条 部会長は、部会員の互選とする。 
 （部会長の職務） 
第２０条 部会長は、事業の効果的な執行を図るとともに、部会を統括する。 
 （部会の種別及び検討事項） 
第２１条 部会は、次の各号に掲げる３部会とし、それぞれ当該各号に定める事項について検討するもの

とする。 
 (1)  防犯意識向上部会 住民の防犯意識向上対策に関することなど。 
 (2)  安全なまちづくり部会 犯罪の起こりにくいまちづくりに関することなど。 
 (3)  青少年健全育成部会 青少年の健全育成に関することなど。 
 （開催） 
第２２条 部会は、部会長が必要と認めたときに開催するものとする。 
 （招集） 
第２３条 部会は、部会長が招集するものとする。 
 （議長） 
第２４条 部会の議長は、部会長がこれに当たるものとする。 
２ 部会長に事故があるときは、出席者の中から選出された者が、議長を務める。 
 （議決） 
第２５条 部会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定するものとする。 
 
    第５章 事務局 
第２６条 協議会の事務を処理するため、事務局を広島北防犯組合連合会内に置く。 
２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
   第６章  財務 
 （経費） 
第２７条 協議会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 
 （会計年度） 
第２８条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
   第７章 解散 
 （解散） 
第２９条 協議会は、平成１７年度終了時に解散する。 
 
   第８章 補則 
 （文書及び公印） 
第３０条 文書については、広島県の文書事務の例による。 
２ 公印については、別に定める。                         
 （補則） 
第３１条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
      附 則 
１   この会則は、平成１６年６月４日から施行する。 
２  協議会の当初の会計年度は、第２８条の規定にかかわらず、この会則の施行の日からとする。 
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    組織の構成と事業内容 

  協議会による事業運営を円滑に行うため、協議会の中に総会と役員会を置くとともに、３部会

を設置しました。 

 

(1) 部会 

具体的な事業検討・執行組織として、３つの部会を設置し、年間事業計画に基づき、具体的な

実施方法等を検討しました。この部会は、協議会構成団体の事務担当者を中心に構成しましたが、

協議会の構成にとらわれず、必要に応じて様々な団体の参画を求めました。 

原則、毎月２回開催されたこの部会が、事務局案の追認に陥りがちなこうした協議会事業を「活

きた事業」に変貌させました。それぞれ同じ目的を持ったメンバーが、膝を突き合わせてざっく

ばらんに協議し合う中に多くの妙案が生まれたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 
              ～ソフト面の対策～ 
 

■ 犯罪に強い区民意識の浸透 
■ 防犯情報の効果的な提供 
■ 自主防犯活動に対する支援 
 
       （計３６回開催） 

 

防犯意識向上部会 
（毎月 第 2･4 月曜日 18:30～） 

 
～ハード面の対策～ 

 
■ 犯罪の起こりにくい環境整備 
■ 犯罪に強い駐車(輪)場の普及 
■ 事業者による取組みの促進 
 

（計３２回開催） 
 

安全なまちづくり部会 
（毎月 第 2･4 火曜日 19:00～） 

 

 
～子どもの非行・被害防止対策～ 
 

■ 子どもの規範意識の向上 
■ 子どもを守る活動の推進 
■ 防犯少年団の指導・育成 
 
       （計３２回開催） 

 

青少年健全育成部会 
（毎月 第 2･4 木曜日 19:00～） 

 

部会長～広島北防犯組合連合会 
 
● 女性団体連合会 

● 老人クラブ連合会 

● 安佐南消防団 

● 中国新聞専売会 

● JA 広島レディース 

        など 18 人 

部会長～広島北コンビニエンス･ストア連絡協議会 
 
● 商工会連絡協議会 

● 遊技業防犯協会 

● 広島高速交通 

● 中国電力広島北営業所 

など 13 人  

部会長～少年を育む安佐南区民の会 
 

● 少年補導協助員連絡協議会 

● 小・中学校長会・各高等学校長 

● ＰＴＡ連合会 

● 民生児童委員 

● 更生保護女性会 

など 31 人 



 

(2) 役員会 

毎月第１火曜日を定例役員会の開催日に指定し、部会等での 
検討事項の審議、意思決定を行いました。役員会では、部会で 
の審議結果や協議会全体としての事業について、各部会長や事 
務局から説明が行われ、それについての協議・承認がなされま 
した。また、重要事項が生じたときは、臨時役員会を開催して 
審議しました。（計２３回開催） 

 
 

(3) 総会 

年に２回、総会を開催し、事業・収支決算報告及び事業計画・収支予算各案等の決定を行いま

した。総会では、審議とあわせて、映像を交えた事業報告や顧問による研修会なども行われまし

た。 
 
第 １ 回（設立総会） 

     ・ 日時 平成１６年６月４日(金)19:00～ 

・ 議事 協議会の名称・規約・役員 
平成１６年度事業計画(案)・収支予算(案) 

 
    第 ２ 回 

・ 日時 平成１７年２月２５日(金)18:30～ 
・ 議事 平成１６年度事業の進捗状況及び検証 

   平成１７年度事業計画(素案) 
     子ども緊急通報装置の設置について 

 
第 ３ 回 

・ 日時 平成１７年６月３日(金)19:00～ 
・ 議事 平成１６年度事業報告・収支決算報告 

     平成１７年度事業計画(案)・収支予算(案) 
 研修（講師～愛知学院大学 小川富之教授） 

 
第 ４ 回 
 ・ 日時 平成１８年３月１７日(金)17:00～ 

・ 議事 平成１７年度事業報告・収支決算報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
具体的事業の企画・

立案・検討 
 

※ 毎月２回開催 

各 部 会 
 
提案事業の審議・承認 
 
重要事項の検討 
 

※ 毎月１回開催 

役 員 会 
 
予算･事業計画など 
重要事項の決定 
 

※ 年１回開催 

総  会 
事業の 

提案・報告 

事業の承認 重要事項の 

承認 

重要事項の 

提案 

  事業展開 

事業展開の流れ 

結果の検証 効果的事業の波及 
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(4) 事務局 

広島北防犯組合連合会内（広島北警察署４階）に協議会事務局を設置し、事業の総合調整や会

計事務等に当たりました。 

    事務局長には、広島北防犯組合連合会事務局長が就任し、必要に応じて、広島北警察署の担当

職員や関係機関・団体等の応援を得ながら事務局業務を遂行しました。 
 
 

事業目標の設定 

  事業の達成度を把握して未達成の目標に取組み重点をシフトさせるとともに、参加団体やメ

ンバーのやりがいを高めるため、協議会として５つの事業目標を設定しました。 
 

１ 刑法犯認知件数を平成 14 年対比で３割減少 

２ 全２４学区に防犯パトロール隊を結成 

３ 一家一点灯運動の普及 

４ 区民の防犯意識を１０％アップ 

５ 少年犯罪を１０％減少 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（平成１６年６月４日設立）  

住民、ボランティア団体、事業者、学校、区役所、 
警察署など３７の機関･団体の代表者等で構成 
 
役員 

会 長～広島北防犯組合連合会会長 
副会長～安佐南区社会福祉協議会会長 
    安佐南区商工会連絡協議会会長 
    広島北署少年補導協助員連絡協議会会長 
幹 事～広島北防犯組合連合会副会長 
    安佐南区女性団体連合会会長 

 
～ソフト面の対策～ 

 
部会長～広島北防犯組合連合会 
 

● 女性団体連合会 

● 老人クラブ連合会 

● 安佐南消防団 

● 中国新聞専売会 

● JA 広島レディース 

           など 

防犯意識向上部会 
 

～ハード面の対策～ 
 
部会長～広島北コンビニエンス･ストア連絡協議会 
 
● 商工会連絡協議会 

● 遊技業防犯協会 

● 広島高速交通 

● 中国電力広島北営業所 

           など 

 
～子どもの非行・被害防止対策～ 
 
部会長～少年を育む安佐南区民の会 
 

● 少年補導協助員連絡協議会 

● 小・中学校長会・各高等学校長 

● ＰＴＡ連合会 

● 民生児童委員 

● 更生保護女性会 

など 

青少年健全育成部会 安全なまちづくり部会 

負担金 

H16 年度 740 万円 

H17 年度 640 万円 

負担金 

H16 年度 740 万円 

H17 年度 640 万円 

支援･協力 支援･協力 

推進体制 

・広島北署・警察本部

によるフォロー 

・県プロジェクト事業
との連携 

万引き防止・子ども 

の犯罪被害防止 

・安佐南区役所による

積極的な事業参加 

・市民安全推進室に 
よるフォロー 

４ 



 

 
 
 

    防犯意識の向上をめざして ～ 防犯意識向上部会の取組み 

Ⅰ 視聴覚による広報活動 

 

ア 広報車の活用 

     軽四自動車を２年契約でリースして、「減らそう犯罪」の文字とモデル事業のイメージカラー

の赤と白でラッピングし、「減らそう犯罪カー」として広報やパトロールに活用しました。 
各学区防犯組合が定期的に各学区内を巡回して防犯広報を 

実施（数パターンの広報文をカセットテープに録音し、巡回 
地域や犯罪の発生実態に応じた内容を広報）し、また、毎日 
１６:００～１８:００の下校時間帯には、次の団体等により 
パトロールが実施されました。 

      ○ 月曜日～区内中国新聞専売店１５店舗（輪番） 
           ○ 火曜日～安佐南区役所職員 
           ○ 水曜日～少年を育む安佐南区民の会役員 
           ○ 木・金曜日～警察支援要員（平成１６年度中） 
     この「減らそう犯罪カー」は、平成１７年９月に青色回転灯の装備が認められ、青色防犯パ

トロール車両としても活躍、モデル事業終了後も、防犯組合連合会で買い取って引き続き使用

することになりました。 
 

イ 公募マスコットキャラクター・スローガンの活用 
区内へのモデル事業の浸透を図るため、親しみと創造性のあるマスコットキャラクター及び

スローガンを公募、応募作品の中から次の作品を採用し、防犯グッズへのプリントやモデル事

業のＰＲなど幅広く活用しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

第３章 事業の実施状況 

１ 

■ マスコットキャラクター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ スローガン  
 「声かけて みんなで守る 安佐南」 

 
■応募資格  

安佐南区に居住、または通勤・通学

している方 
■応募規格 
 マスコットキャラクター（Ａ４） 
 スローガン（２５字以内） 
■応募期間 
 平成 16 年 7 月 26 日～9 月 10 日 

■募集方法 

 新聞折込み広告、区民だより、学校

への個別依頼により募集 

■その他 

 採用作品は区民大会で表彰 

募 集 要 項 

第３章 事業の実施状況 



 

     平成１７年１０月には、(社)広島県防犯連合会により、マスコットキャラクター「みはるちゃ

ん」と「みまわりくん」の着ぐるみ人形が制作されました。この着ぐるみ人形は、協議会主催

のイベントで大活躍したほか、要綱を定めて区民からの要望により貸出しも行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ ポスターやのぼり旗などによるＰＲ 
      モデル事業への参加意識を高めるために、街角や公共施設、公共交通機関内等にポスター、

横断幕、のぼり旗等を掲出し、自然に区民の目にふれる形での広報啓発を行いました。 
（のぼり旗～減らそう犯罪２００本、空き巣防止５０本、車上狙い防止５０本の計３００本

を作成し、各学区に各１０本掲出。） 
また、区内事業者の協力により、「減らそう犯罪タクシー」｢減らそう犯罪バス｣の運行、地

元ケーブルテレビや映画館内でのＣＭ放映等のＰＲ活動が展開されました。 
 

 
 
 
 
 
 

アストラムライン全車両に掲示したポスター          歩道橋に設置した横断幕       ライオンズクラブから寄贈された電光掲示板 

 
 
 
 
 
 
 
 
          路線バスとして運行した「減らそう犯罪バス」          映画館（TOHO シネマズ）で上映されたＣＭ  

 
 



 

 エ 防犯寸劇のビデオ化と活用 

     振り込め詐欺の手口や被害防止対策などを寸劇で分かりやすく区民に紹介するため、広島北

警察署少年補導協助員連絡協議会のメンバーで「はたほり劇団」が結成されました。区民から

の要望により各地で防犯寸劇を行ったほか、平成１６年９月には地元ケーブルテレビ局の協力

により「はたほり劇団」の寸劇がビデオ化されました。 

タイトルは「オレオレ詐欺の防止」、「万引き防止～こころの灯火」、「子どもへの声かけ事案

の防止～早く家に帰ろう」の３本立てで、区内の小学校・中学校へ配布されるとともに公民館

での防犯教室等でも活用されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ イベント・キャンペーンによる広報活動 

 

ア 区民大会など大型イベントの開催 
  区民の防犯意識の高揚を図り、｢減らそう犯罪｣県民総ぐるみ運動の機運を盛り上げるため、

県知事や広島市長、警察本部長等を来賓に迎え、総決起大会や区民大会を開催しました。 
 
「減らそう犯罪」安佐南まちづくり総決起大会 

     ・ 日 時 平成１６年６月１９日(土)10:00～11:30 

・ 場 所 安佐南区民文化センター 大ホール 
・ 参加者 約７００人 
・ 内 容 第Ⅰ部 協議会会長あいさつ 
          来賓あいさつ（県知事・市長・警察本部長） 
          部会長決意表明 
      第Ⅱ部 少年補導協助員による防犯寸劇「オレオレ詐欺の被害防止」 
          警察音楽隊によるステージ演奏 
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    平成１６年度「減らそう犯罪」安佐南区民大会 
・ 日 時 平成１６年１０月１１日(月)13:00～16:30 

          ・ 場 所  安田女子大学 まほろば館ホール 
      ・ 参加者  約３００人 

・ 内 容 開会セレモニー 
公募マスコットキャラクター・スローガン優秀作品の発表・表彰 

              第Ⅰ部 まちづくりシンポジウム 
                     テーマ「防犯ボランティア活動のあり方・今後の方向性」 
                          パネリスト 

  安田女子大学生 
                                 広島北防犯組合連合会副会長 
                                 地元タクシー会社社長 

山本小学校 PTA 副会長 
広島文化短期大学講師 
「減らそう犯罪」まちづくり協議会会長 

                     コーディネーター 
                                    中国新聞編集局社会経済グループキャップ 
 
 
                  第Ⅱ部 アトラクション 
                         長束小学校６年生「長束木遣」 
                         少年補導協助員による防犯寸劇 

「オレオレ詐欺の被害防止（新バージョン）」 
                         城南中学校吹奏楽部による演奏 
                         安田女子大学舞踊研究部による創作ダンス 
            

会場周辺のイベント 
スラィリー・サンチェと遊ぼう！ 

                        紙芝居・折り紙コーナー（母親クラブ） 
                          防犯グッズ展示コーナー 
 
 
 
    平成１７年度「減らそう犯罪」安佐南区民大会 

・ 日 時 平成１７年１０月９日(日)13:30～15:30 

・ 場 所 安佐南区民文化センター 大ホール 

     ・ 参加者 約６００人 
     ・ 内 容  開会セレモニー 
            電光掲示板贈呈式、着ぐるみ披露 
           第Ⅰ部 防犯ボランティア意見交換会 
                モデル事業１年間の歩み 
                活動事例発表 
                 ・ 防犯少年団「安佐南まもるんジャー」隊 
                 ・ シニアウォーキングパトロール隊 
                 ・ 梅林学区第一の坪自治会（地域ぐるみで非常ベル設置） 
                 アドバイザー 愛知学院大学 小川富之教授 
           第Ⅱ部 地元神楽団によるアトラクション 
 



 

イ 犯罪被害防止を目的とした街頭キャンペーンの実施 
    自転車・オートバイの盗難や性犯罪などの身近な犯罪の被害防止を区民に訴えるため、関係機

関や警察と連携し、地域や犯罪の発生実態に即した効果的な日時と場所を選定して、随時、街頭

キャンペーンを展開しました。 
 

(1) 乗り物盗難防止に向けた“やまびこ作戦”警察協働事業 

期 間  平成１６年６月下旬～７月末の毎週水～金曜日 

（16:00～18:00 の２時間） 

平成１７年５月中旬～８月末の毎週金～月曜日 

（15:00～17:00 の２時間） 

場  所  アストラムライン主要駅及び JR 可部線主要駅 

参加者 各団体、防犯組合、広島北警察署 

内 容  下校・帰宅の乗客対象にひったくり防止や二輪車 

の鍵かけを呼びかけ 

 
 

(2) 乗り物盗難防止ツーロックキャンペーン 

期 間  平成１６年８月７日(土)・８日(日)15:00～16:00 

場  所  ゆめタウン沼田、ゆめタウン祇園、ゆめタウン安古市、天満屋緑井店 
      参加者  防犯組合、社会福祉協議会、女性会、老人クラブ連合会、中国新聞専売会、保護司会、

広島北警察署 
     内 容 駐輪場で利用者にチラシとワイヤー錠を配布し、自転車・オートバイの二重ロックを 

呼びかけ 
 
 
   (3) 性犯罪被害防止キャンペーン 

     期 間 平成１７年７月１日(金)～５日(火)7:30～8:30 

     場 所 区内主要駅及びバスターミナル周辺 

     参加者 防犯組合、女性会、保護司会、広島北警察署 
     内 容 通勤・通学途中の女性にチラシとホイッスルキー 

ライトを配布し、帰宅時のちかんへの警戒を呼び 
かけ 

 
 
 
   (4) 年末警戒街頭キャンペーンの開催 
     日 時  平成１７年１２月２３日(金)16:00～ 
     場 所  緑井駅前サロン前広場  
     参加者  防犯少年団「安佐南まもるんジャー」隊、安佐南消防団、広島経済大学吹奏楽部等 

 約７０人参加 
     内 容  各学区統一パトロールを実施するとともに、地元消防団、大学生ボランティアと連携

し防犯、防火などを啓発 
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Ⅲ 区民を対象とした防犯講習会による啓発活動 

   
ア 学区単位の防犯講習会 

     区民の防犯意識を高め、自主防犯活動の裾野を広げるため、防犯設備士や防犯ボランティア

団体の代表者らを講師に招き、学区単位で防犯講習会を開催しました。 
     平成１７年度の講習については、より地域のニーズに即した内容とするため、各学区の要望

や実情に基づき、４つのメニューの中から２～３の講座が選択されるとともに、地域の防犯活

動・防犯教育の拠点としての取組みを開始した区内全９公民館において開催しました。 
       

平成１７年度の選択メニュー 
     ① 「実践！パトロールの心得」（講師：廿日市市立野坂中学校区おやじの会） 
     ② 「体験型防犯講習（ガラス破壊実験等）」（講師：防犯設備士） 
     ③ 「子どもの見守り活動のポイント」（講師：広島北警察署少年育成官） 
     ④ 「悪徳商法の被害防止対策」（講師:広島北警察署生活安全課員） 
 
    【平成１６年度開催状況】 

対象学区名 開 催 日 時 開 催 場 所 受講者 
緑 井 学 区 １０月３０日(土)17:30～ 緑井集会所 ８０人 
祇 園 学 区 １１月 ９日(火)10:00～ 祇園集会所 ４０人 
伴  学  区 １１月１９日(金)19:30～ 伴公民館 ７０人 
毘 沙 門 台 １１月２０日(土)19:00～ 毘沙門集会所 ３０人 
安  学  区 １２月 1 日(水)13:30～ ふれあいセンター ６０人 
古 市 学 区 １２月１０日(金)14:00～ 古市公民館 ５０人 
山 本 学 区 １２月１８日(土)19:00～ 山本集会所 ７０人 
八 木 学 区 １２月２１日(火)13:00～ 県営自治会 ４０人 
安 西 学 区 １月２０日(木)19:30～ 東亜ハイツ ３５人 
長 束 学 区 ２月２２日(火)11:30～ 長束集会所 ４０人 

     
【平成１７年度開催状況】 

開催公民館 開 催 日 時 主 な 講 座 名 受講者 
戸 山 公 民 館 １０月 ５日(水)19:00～ 体験型防犯講習 ほか ４３人 
東 野 公 民 館 １１月 ９日(火)19:00～ パトロールの心得 ほか ６８人 
祇 園 公 民 館 １１月１９日(金)19:00～ 体験型防犯講習 ほか ８０人 
安 東 公 民 館 １１月２０日(土)19:00～ 体験型防犯講習 ほか ９０人 
沼 田 公 民 館 １２月 １日(水)19:00～ パトロールの心得 ほか ８０人 
祇園西公民館 １２月１０日(金)19:00～ 子どもの見守り活動 ほか １２０人 
古 市 公 民 館 １２月１８日(土)19:00～ 体験型防犯講習 ほか ７１人 
安 公 民 館 １２月２１日(火)19:00～ パトロールの心得 ほか ８４人 
佐 東 公 民 館 １月２０日(木)19:00～ パトロールの心得 ほか １０９人 

 
 
   
 
 
 
 

 



 

イ 高齢者を対象とした防犯研修会 

振り込め詐欺など犯罪の被害者となりやすい高齢者の防犯意識の高揚を図るため、原南学区を

高齢者防犯モデル地区に指定し、高齢者対象の研修会を２回開催しました。学区内の６５歳以上

の高齢者２３０人に防犯プチポシェット及びチラシを配布して警戒を強めるよう啓発しました。 
 
第１回研修会 

・ 日 時 平成１６年１２月１３日(月)14:00～15:30 

・ 場 所  原南集会所 

・ 参加者  ５０人 

・ 内  容 講演  広島北警察署生活安全課員 
                      少年補導協助員による防犯寸劇 

「オレオレ詐欺の被害防止」 
 

第２回研修会 

・ 日 時 平成１７年２月１４日(月)14:00～15:00 

・ 場 所 原南集会所 

・ 参加者  ５０人 

・ 内  容  講演  広島北警察署生活安全課員 

 

 
Ⅳ 防犯パトロール活動の活性化 

 
ア 一斉パトロールの実施による機運の醸成 

    住民によるパトロールの実施効果を高め、さらにはパトロールを行う区民同士の一体感を醸成

するために、実施日時を統一して、区内一斉パトロールを行いました。 
 
   (1) 夏休みにおける一斉パトロール 

・ 日 時 平成１６年８月２２日(日) 

・ 場 所 安佐南区内全域 

・ 参加者 約３００人（１８学区７学校） 

     

 

(2) 「減らそう犯罪」安佐南区民年末総ぐるみ運動出動式 

・ 日  時  平成１６年１２月１日(水)11:00～ 

・ 場  所  広島経済大学駐車場 

・ 参加者 約３００人 

・ 内 容 減らそう犯罪タクシー、郵便局バイク隊、 

      自転車パトロール隊等が集結 
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(3) 年末警戒に伴う一斉パトロール 

・ 日 時 平成１６年１２月２６日(日)16:00～17:00 

・ 場 所 安佐南区内全域 

・ 参加者 約８００人（地域安全推進員を中心に町内自治会、PTA、青少年健全育成協議  

会、子ども会連合会、女性会、民生児童委員、保護司会、老人会、少年を育む安佐

南区民の会、体育団体などほぼすべての団体が参加） 

 

   (4) 「減らそう犯罪･減らそう交通事故」年末警戒出動式の開催  

     ・ 日 時 平成１７年１２月１日(木)16:00～ 

     ・ 場 所  広島経済大学駐車場  

     ・ 参加者 約３００人 

・ 内 容 年末年始の事件・事故多発への警戒強化 

のため、広島北交通安全協会と連携し、 

広島東洋カープ大竹投手を特別ゲストに 
迎えて出動式を開催 

 

 
 
 イ 防犯パトロール隊の結成促進と支援 

 
(1) 防犯パトロールの手引きの作成 

防犯パトロール隊の結成方法からパトロールの必需品や着眼点を 

まとめたテキスト「防犯パトロールの手引き」を作成しました。 

    （監修～広島県警察本部） 
 

(2) 防犯パトロール隊認定制度の導入 

全学区での防犯パトロール隊の結成に向け、「パトロール隊認定制度」を導入することとし、

結成されたパトロール隊には協議会長名の「認定書」を交付しました。また、防犯パトロール

隊のスキルアップをめざして、警察本部の防犯活動アドバイザーを講師として研修会を開催し

ました。 
 
・ 日 時 平成１６年１２月１０日(金)19:00～20:40 

・ 場 所 安佐南区役所 大会議室 

・ 参加者 各学区及び町内会単位で結成された 

防犯パトロール隊の代表者 及び 

防犯組合班長・副班長 計１１０人 

 
(3) パトロールグッズの支援 

防犯パトロールに使用する物品として、ベスト、帽子、腕章、反射タスキ、LED サインラ

イト、全面反射リバーシブルジャンパーなどを各学区防犯組合や防犯パトロール隊等に支給し

ました。これらの物品の支援については、協議会経費のほか、(社)広島県防犯連合会、広島北

防犯組合連合会、地元ライオンズクラブや地元企業等からも協力を受けました。 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

夏季用ベスト          ＬＥＤサインライト         全面反射ジャンパー 
 

(4) 青色防犯パトロールの促進 

     平成１６年１２月１日から、規制緩和により青色防犯パトロール（青色回転灯を装備した車

両による防犯パトロール）の実施が認められたことを受け、各団体に呼びかけたところ、９団

体から青色防犯パトロールの実施申請がなされました。 
申請に当たっては、警察からの認定を受けるため、区内の防犯ボランティアなど１０４人が

青色防犯パトロール講習を受講し、パトロール実施者証の交付を受けました。 
     ※ 平成１８年３月末現在 １１団体１７車両が活動中 
 
     青色防犯パトロール講習 
      ・ 日 時 平成１７年８月１０日(水)18:00～20:00 

      ・ 場 所 広島北警察署講堂 

      ・ 講 師 広島県警察本部生活安全企画課員 

           広島北警察署地域官 

・ 受講者 各学区防犯組合員等 １０４人 
 
     青色防犯パトロール車両出動式 
      ・ 日 時 平成１７年９月２９日(木)18:00～ 

      ・ 場 所 広島経済大学駐車場 

      ・ 参加者 約７０人（９団体 １４車両） 

・ 内 容 青色防犯パトロール実施の承認を受けた 

車両が一堂に集結し、一斉にパトロール 
を開始 

 
 

(5) シニアウォーキングパトロール隊の発足 
     地域の安全確保と高齢者の健康増進を目的として、 

安学区では、(財)広島県健康福祉センターと連携し、 

    平成１６年１２月にシニアウォーキングパトロール隊 

を発足させました。日常の行動パターンにパトロール 

を組み込むことで継続の効果が期待されています。 
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ウ 特定犯罪の防止に狙いを定めたパトロールの実施 

 
(1) ちかん防止パトロール 

夏休みに帰宅中の女子高校生等がちかん被害にあうケースが多いことから、アストラムラ

イン駅周辺で、啓発用ティッシュやチラシを配布しながら警戒パトロールを実施しました。 

・ 日  時  平成１６年７月２２日(木)、２９日(木) 

８月５日(木)、１２日(木)の 20:00～21:00 

           ・ 場  所  アストラムライン安東駅及び大原駅 

           ・ 実施者  少年を育む安佐南区民の会、青少年健全育成協議会、防犯組合連合会、交番 
 

(2) ＪＲ可部線を守るための沿線パトロールの実施 

     平成１７年５月にＪＲ可部線の線路内に自転車を放置する 
事件が連続発生したことを受け、沿線地域の防犯ボランティ 
アが素早く立ち上がり、沿線パトロール活動が行われました。 

     犯人検挙後も、模倣犯を警戒して１０日間にわたって延べ 
１００人がパトロールにあたり、これが奏功して、以後の類 
似事件の発生はありませんでした。 

     地域の治安問題に住民が機敏に反応して犯罪の抑止につな 
げた好事例といえます。 

・ 期 間 平成１７年５月１８日(水)～５月２７日(金) 

・ 場 所 ＪＲ可部線各駅間沿線一帯 

・ 実施者 沿線の防犯パトロール隊、ＪＲ可部駅職員、 

広島北警察署 

 
 
Ⅴ 迅速かつ確実な情報発信ルートの構築 

 
  ア ニーズに応じた犯罪情報の発信 

防犯ボランティア等から「より身近な単位での犯罪発生情報を知りたい」との要望があった

ことを受け、平成１６年８月から従来発信していた交番単位での犯罪認知件数をさらに細分化

し、毎月、小学校区ごとの犯罪発生情報の提供を開始しました。 
 
  イ 「みはるボード」による安全・安心ネットワークの構築 

地域安全情報等の防犯情報をタイムリーかつ効果的に発信するため、平成１７年９月２２日

から、区内の公民館、金融機関、コンビニエンス・ストア、ガソリンスタンドなど１１０箇所

に掲示板「みはるボード」を設置しました。既存の掲示板に掲示したのでは、他のチラシにま

ぎれて目立たないという理由から、スタンド式の掲示板を採用しました。 
また、協議会からＦＡＸ送信された情報が確実に掲示されるよう、設置先の施設には掲示担

当者を指名してもらいました。 
 



 

     
「みはるボード」を活用した情報伝達の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ウ 協議会ホームページの開設 
        防犯ボランティアの活動の様子や行事予定、防犯情報などをタイムリーに発信していくため、

協議会のホームページを開設しました。ホームページの中には、防犯少年団「安佐南まもるん

ジャー」隊のページも設け、隊員たちもページの作成に参加しました。 
 

・ 開設年月日 平成１７年１０月１１日 
・ ホームページアドレス http://ww7.enjoy.ne.jp/~kita-bouren/ 
・ 掲載内容 お知らせ・ニュース 

               ～協議会や防犯ボランティアの活動予定・状況を紹介 
           地域安全情報 
               ～広島北防犯組合連合会発行の｢地域安全情報～あさみなみ～｣を掲載 
           学区別犯罪情報 
               ～区内小学校区別の刑法犯認知件数（広島北警察署から情報提供）を掲載 

パトロール隊一覧 
               ～活動中の防犯パトロール隊の名称、人員、活動内容等を紹介 
            防犯少年団「安佐南まもるんジャー」隊のページ 
              ～防犯少年団の活動内容、活動指針、防犯少年団から大人へのメッセージ 
             を掲載 
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     安全なまちづくりをめざして ～ 安全なまちづくり部会の取組み 
  
Ⅰ 犯罪の起こりにくい明るいまちづくり 
 
 ア 暗がり調査の実施と防犯灯の改善 

         ちかんの被害が多発する安東学区鯛の迫地区において、安全なまちづくり部会員が中心とな

り、照度計を用いた暗がり調査を行いました。 

・ 日  時  平成１６年７月２２日(木)20:00～21:00 

・ 場  所  アストラムライン安東駅から安田女子大学までの主要道路 

及び 鯛の迫地区生活道路 

・ 実施者 安全なまちづくり部会員、安田女子大学教職員、自治会役員、広島北警察署、   
松下電工㈱技術者 

・ 内 容 現地に設置されている防犯灯の照度や雰囲気の体感の調査 
・  結 果 

 平均水平面照度（L） 最小鉛直面照度（L） 照 明 の 効 果 

照度結果 ３ ０.１～０.２ 
防犯灯の中間地点では、人の顔が暗く挙動姿勢も見

えない場所が殆どであった。 

推奨照度 ３～５ ０.５～１ ４m 先の歩行者の顔や挙動などが分かる。 

 
・ 対 策 明るさ確保のため最低２倍以上のあかりが必要 

設置間隔が４０m 以上のところには中間地点への増設が必要 
電球が切れている防犯灯は取替えが必要 

・ 部会としてのアクション 
８月２２日(日) 部会長、鯛の迫町内会長、安田女子大学及び松下電工㈱に

よる調整会議を開催 

１０月 ８日(金) 照明器具７基を松下電工㈱が提供、工事費用を安田女子大

学が負担し工事完了 

                         従来型の改良灯（明暗感知機能付き）～４灯 

                     改良型の最新式（人感熱感知機能付き）～３灯 

１０月１８日(月) 確認点検 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 

改良前 改良後 照度計を用いての暗がり調査 



 

     ・ 反 響 １１月中に住民に対するアンケート調査を実施したところ、「十分明るくなっ

た」「不安感が減った」との意見が多数を占めるとともに、付近でのちかん被

害の発生がなくなるなどの効果が認められました。 

            また、一連の取組みが評価され、学識経験者や電力会社、照明機器メーカー

等で構成される(社)照明学会から照明普及賞中国支部長賞を受賞しました。 

（平成１７年５月２４日） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

イ センサーライトの普及を通じた「一家一点灯運動」の拡大 
犯罪の起こりにくい道路環境づくりを目的として、センサー式ライト２００基及び照度計

１０機を購入、各学区防犯組合を通じて必要箇所に設置するとともに、設置後の防犯環境の

変化を調査するため、暗がり調査を行いました。 
 

暗がり調査実施状況 
       ・ 日 時  平成１７年１０月２０日(木)19:00～ 

       ・ 場 所   安佐南区毘沙門台地区 

           ・ 実施者  安全なまちづくり部会員、毘沙門台学区 

防犯組合員、安佐南区役所職員、 

              松下電工㈱技術者など 

       ・ 結 果   事業者の指導を受けながら、センサー式 
ライト設置前後の照度の変化を調査した 
が、玄関・門灯が点灯されていない住宅 
も多く、一家一点灯運動拡大の必要性を 
認めた。 

 
Ⅱ 犯罪に強い住宅の普及 

 
ア  住まいの防犯セミナーの開催 

            住宅購入を検討している区民や防犯ボランティアを対象に、全国的に著名な防犯コンサル

タントを講師に迎え、「住まいの防犯セミナー」を開催しました。講演に続いて、ＮＰＯ広

島県生活安全防犯協会による防犯ガラスの実証実験等が行われました。 
・ 日  時  平成１６年１０月２３日(土)14:00～17:00 

         ・ 場  所  祇園公民館 ホール 

・ 参加者  ７０人 

         ・ 講  師  中西   崇氏（防犯コンサルタント） 

十分明るくなった 
62% 

やや明るいが 
まだ暗い 

33% 

明るくなりすぎ 
2% 

変わらない 
3% 

なくなった 
18% 

減った 64% 

変わらない 
18% 

整備前と比較して 道路の明るさ は 整備前と比較して 不安感 は 
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イ 住まいの防犯診断マニュアルの発行 
      自宅や地域内の住宅が犯罪者の侵入に耐えうるものかどうかを 

防犯診断によってチェックし、不備な点は改善してもらおうと、 
住まいの防犯診断マニュアルを作成しました。 
（監修～広島県警察本部生活安全企画課） 

 

ウ  防犯診断実務者養成講習会の開催 
        地域内の住宅に対して簡単な防犯診断ができる防犯ボランティアを養成するため、防犯設

備士を講師として、住宅の防犯設備に関する知識に特化した講習会を実施しました。 
受講者は、広島県が策定した「防犯指針」に基づいて、住居周辺の塀、植え込み、住居の

玄関ドア、窓、インターフォンなど具体的にどのような構造や設置方法が防犯上望ましいの

かを学び、受講者には「防犯新団(診断)員証」が交付されました。 
 

        ・ 日  時  平成１７年２月２０日(日)13:00～16:00 

        ・ 場  所  緑井学区集会所 

        ・ 受講者  ４５人 

        ・ 講  師  防犯設備士(広島県警察本部生活安全課員） 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ⅲ 犯罪の起こりにくい駐車(輪)場の普及 

 
ア 自転車盗難防止のための大型横断幕の設置 

       刑法犯に占める割合が高い乗り物盗難の抑止と“ツーロック”などの鍵かけを啓発するた

め、「自転車盗難多発！しんさいツーロック！いけんよ！自転車放置」と表示した大型横断

幕１０枚を主要駅駐輪場に設置しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

イ 住民と協働した長期放置自転車撤去作業  

      駐輪場内に無秩序に放置された自転車が盗難などの犯罪を誘発する要因の１つになって

いたことから、割れ窓理論の実践の一環として、防犯ボランティア、事業者、高校生、安佐

南区役所等と協働し、広島市管理の駐輪場に長期間放置されている自転車を徹底的に撤去し

ました。 
      なお、撤去にあたっては、安佐南区役所管理課の指導と支援を受けながら、広島市の条例

に基づき、以下の手続きにより計画的に行いました。 
 
 
 
          
     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投棄・長期放置 
自転車の台帳作成 警察への盗品照会 警告書の貼付 保管場所への移動 

・ 撤去台数   １，９４８台  
・ 総日数       ４２日  

・ 延べ参加人員   ８４９人 

撤 去 １ 安佐南区役所職員による作業手順の説明 
２ 対象自転車への一連番号の付与 
３ 自転車の防犯登録･車体番号，種別，色，損傷の

有無等の確認 
４ 保管台帳への記載 
５ 台帳作成済みの自転車を駐輪場の一画へ移動 
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ウ 駐輪場の整理・清掃活動 

       放置自転車撤去後の対策として、地域住民が自分たちの利用する駐輪場に愛着を持って定

期的に整理・清掃作業を行う取組み（駐輪場里親制度）を始めました。 
「この駐輪場では地域住民による整理・清掃活動が行われている」ことを表明する掲示板

計４０枚を区内１９箇所の駐輪場に設置し、自転車利用者のマナーアップを図るとともに、

「放置しにくい環境づくり」に努めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
エ 空車タクシーによるコンビニ等の警戒活動（セーフティータウン・アイ・プール） 

     
コンビニエンス・ストア対象の強盗事件等に対応するため、区内のタクシー 

会社とコンビニやドラッグストアが協力し、夜間、空車タクシーがコンビニ駐 
車場で客待ちして警戒活動を行う取組みを始めました。コンビニにとっては強 
盗の警戒や少年のたむろ防止につながり、タクシー会社にとっては、コンビニ 
利用客を獲得できる、お互いにとってメリットのある取組みとなりました。 
 
・ 期 間 平成１６年１１月２９日(月)～ 

・ 協力店 コンビニ店      １６店舗 

ドラッグストア    ５店舗 

タクシー会社      ３社 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     子どもの犯罪被害防止と健全育成をめざして ～ 青少年健全育成部会の取組み 

 
Ⅰ 子どもの犯罪被害防止対策の推進 

 
ア 児童への防犯ホイッスルの配布 

平成１６年度事業として、安佐南区内全２４小学校の 
１・２年生児童全員に防犯ホイッスル「緊急用愛の笛ヘ 
ルピー」（計 5,300 個）を贈呈しました。これに伴い、 
１０月１５日(金)に安小学校で贈呈式を行い、ホイッス 
ルを１人ずつ手渡して使用方法を説明するとともに、犯 
罪被害に巻き込まれないように「５つの約束」を指導し 
ました。 
 
 

   イ 「子ども１１０番の家」対応マニュアルの整備 
続発する子どもへの声かけ事案に「子ども１１０番の家」が適切に 

対応できるように、平成１６年１１月、対応マニュアル３,０００部を 
作成し、各小学校を通じて学区内計 1,746 箇所の「子ども１１０番 
の家」に配付しました。（監修～広島県警察本部生活安全企画課） 

      
 

     ウ 地域安全マップの普及促進 
         犯罪の起こりやすい場所を見極める子ども自身の危機回避能力の向上とフィールドワーク

を通じた地域コミュニティの醸成を目的として、児童・生徒を対象とした「地域安全マップコ

ンクール」を開催しました。しかし、平成１６年度は、学校に作製を依頼する時期が遅く、地

域安全マップの指導体制も整っていなかったため、応募は４校にとどまりました。 
          そこで、平成１７年度は、広島県子どもの犯罪被害防止対策プロジェクトチームと連携し、

地域安全マップの開発者である立正大学文学部社会学科の小宮信夫助教授（現在は教授）とそ

のゼミ学生を指導者として招へいし、児童・生徒を対象とした実習と指導者育成のための大人

を対象としたセミナーを開催してから、マップコンクールを行いました。 
 

(1) 地域安全マップ作製実習 

      広島市立中筋小学校において、立正大学小宮信夫助教授の指導のもと、安佐南区内の小中

学校児童・生徒７５名が参加して「地域安全マップ作製実習」を開催しました。実習の様子

は、後日、広島経済大学経済学部メディアビジネス学科の学生によってビデオ教材化され、

区内はもとより県内の学校などで活用されています。 

 

          ・ 日 時 平成１７年８月２７日(土)9:30～16:30 

・ 場 所 広島市立中筋小学校  

３ 
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      ・ 主 催 「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会、     
            広島県、広島県教育委員会、広島県警察本部   
          ・ 指導者 立正大学文学部社会学科 小宮信夫助教授 
            立正大学犯罪社会学研究会学生１２人 

（補助）安田女子大学、呉大学、福山大学 学生１２人 
      ・ 参加者 安佐南区内２４小学校 児童５１名 
                  １２中学校 生徒２４名 
                  各小中学校 教員３６名 計１１１人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 子どもの安全な環境づくりセミナー 

区民の中から地域安全マップの作製指導者を養成するため、立正大学小宮信夫助教授の指

導のもと、地域活動者等６１名が参加して「子どもの安全な環境づくりセミナー」が開催さ

れました。 

          ・ 日 時 平成１７年８月２８日(日)9:30～17:00 

      ・ 場 所 安佐南区民文化センター 

      ・ 主 催 広島県、広島県教育委員会、広島県警察本部 

      ・ 共 催 「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会、 

(社)青少年育成広島県民会議、(社)広島県防犯連合会 

・ 指導者 立正大学文学部社会学科 小宮信夫助教授 
            立正大学犯罪社会学研究会学生１２人 
      ・ 参加者 地域活動者、教職員等６１名 
      ・ 内 容 子どもの安全な環境づくりに関する講義 

地域の危険箇所調査 
地域安全マップ作製実習 
意見交換・発表 

 
 
 
 
 
 

フィールドワーク レクチャー マップづくり 

発表会 



 

(3) 地域安全マップコンクールの実施 

      区内小・中学校において作製された「地域安全マップ」 
を募集して、コンクール及び作品の展示を実施しました。 
 最優秀に選ばれた八木小学校の地域安全マップは、県 
のコンクールでも、警察本部長賞を受賞しました。 

    ・ 日 時 平成１７年１０月１５日～１６日 
    ・ 場 所 安佐南区民文化センター 

１階ロビー ギャラリー 
・ 応募総数 ２６点 

 
              
 
 

 
 
 
 
エ 子ども“みまもり（見守り・身守り）”活動の推進 
     平成１８年１１月に広島市安芸区で発生した小学生女児殺害事件を受け、地域のみんなで子

どもたちを暖かく見守り子どもたちの身を守ることと、犯罪企図者に対する警告を発すること

を目的として、「子ども“みまもり”活動」宣言を行いました。 
各学区では通学路の点検を実施するとともに、学区内の小・中学校や主要公園等に「子ども

“みまもり”活動地区」であることを示す掲示板計１４０枚を掲示しました。 
 
    みまもり活動の開始式 

・ 日 時 平成１７年１２月１４日(水)14:45～    

・ 場 所 広島市立緑井小学校 

・ 参加者 安佐南区長、広島北警察署長、広島北交通安全協会会長、緑井学区防犯組合、 

緑井学区地域安全推進員、老人クラブ、協力事業者、 
            緑井小学校教職員・ＰＴＡ、緑井幼稚園 

・ 概 要  防犯ボランティア団体代表者が「子ども“みまもり”活動」を宣言するとともに、       

同小学校及び公園等へ活動宣言掲示板を設置した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 小 学 校 の 部 中 学 校 の 部 
最優秀校 八木小学校 安佐中学校 
優 秀 校 安東小学校 

山本小学校 
古市小学校 

城南中学校 
東原中学校 

八木小学校の作品 
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Ⅱ 万引き防止に向けた取組みの推進 
  青少年の健全育成と少年犯罪の根絶を目指して、県の少年犯罪防止対策緊急プロジェクトチー

ムと連携し、少年非行の入り口といわれる「万引き」の防止対策を徹底的に行いました。 
 

ア  万引き防止パトロールの実施 
関係機関と連携して、定期的に区内の店舗などで万引き防 

止パトロールを行いました。また、万引きをして捕まったら 
どうなるかをフローチャートで示したチラシや全小・中学校 
で「万引きははんざいだ」の人文字をえがいたチラシなどを 
を作成して、子どもたちに配布しました。 

        
 一斉パトロール   

・ 日  時  平成１６年７月１７日(土) 
・ 場  所  大型スーパー、ディスカウントショップ、 

大型書店等 

・ 実施者  区内全小・中学校、PTA、少年補導協助員、 

防犯組合、協議会員等 

          
警察との共同パトロール 

・ 日  時  平成１６年７月～１１月の 16:00 前後 

 (週３回程度)  

・ 場  所  大型店舗、スーパー、書店等 

・ 実施者 広島北警察署、交番、学校、PTA、 

少年補導協助員、防犯組合、協議会員等 

    
万引き防止パトロール強化月間 

・ 期 間 平成１７年５月中  
・ 場 所 区内主要小売店舗 
・ 参加者 各学区防犯組合、各小・中学校、PTA、 

少年補導協助員、保護司会、女性会、 

青少年健全育成団体、広島地方検察庁、 

協議会員等 
     

年末万引き防止パトロール 
・ 期 間 平成１７年１２月中  
・ 場 所 区内主要小売店舗 
・ 参加者 各学区防犯組合、各小・中学校、PTA、 

少年補導協助員、保護司会、女性会、 

青少年健全育成団体、協議会員等 

 
 
イ 万引き防止標語の募集と横断幕の作成   

全小・中学校を対象に万引き防止をテーマとした 
標語を募集し、各学校の代表作品を記載した横断幕 
を作成しました。 

完成した横断幕は、応募した各学校に配布し、校 
内や近くの横断歩道橋に掲出されました。 
（平成１７年１月１８日～長束小学校で贈呈式） 



 

      ウ 万引き防止ポスターの募集と展示展の開催 
          

・ 期 間 平成１７年１０月１４日～２７日 
・ 場 所 フジグラン緑井 ギャラリー 
・ 概 要 区内小・中学校から応募のあった 

約４００点の作品を展示 
 
 
 
Ⅲ 子どもたちによる防犯活動の展開と支援 
 

ア 防犯少年団「安佐南まもるんジャー」隊の結成 
地域におけるボランティア活動を通じて、将来を担う子どもたちを心身ともに健全でたくま

しく育成するため、区内のスポーツ少年団（少林寺拳法）に防犯少年団の結成を働きかけ、平

成１６年１２月にこのスポーツ少年団を母体とした「安佐南まもるんジャー」隊が結成されま

した。 
結成当初１６人であった隊員も、活動の輪を広げていったことにより入隊を希望する子ども

が増え、平成１８年３月現在で隊員数は２８人に増加、地域での防犯キャンペーンや環境浄化

活動に活躍しています。 
   

(1) 発隊式 

・ 日 時 平成１６年１２月１１日(土)10:30～ 

・ 場 所 緑井駅周辺地区市街地再開発組合 会議室  

・ 内 容 会長あいさつ、隊員指名、活動用ユニフォーム交付、活動指針の唱和  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     帽 子                ベスト           隊員証・ボールペン・ホイッスル  
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(2) 主な活動内容  

実 施 年 月 日 内      容 

平成１６年１２月１１日（土） 
ひったくり防止キャンペーン 

（通行中の自転車前かごにひったくり防止カバーの取り付け） 

      １２月２３日（日） 
万引き防止キャンペーン 

（大型書店でチラシ配布と万引き防止プラカードによる店内パトロール） 

平成１７年 １月１０日（日） 「減らそう犯罪バス」運用開始式（乗客へのチラシ配布） 

       １月２３日（日） 安佐南区母親クラブ主催イベントへの参加 

       ４月２９日（金） 
GW における空き巣・自転車盗難防止キャンペーン 

（JR 駅前でチラシ・ワイヤー錠の配布） 

       ６月２５日（土） 
侵入盗難・ちかん防止のための鍵かけキャンペーン 

（各家庭を訪問して確実な鍵かけを呼びかけ） 

８月２６日（金） 
環境浄化活動 

（川内第一公園内の清掃活動と犯罪防止ポスターの貼付） 

      １０月 ９日（日） 
「減らそう犯罪」安佐南区民大会 

（活動事例発表と大人たちへのメッセージ） 

      １０月１５日（土） 
全国地域安全運動キャンペーン 

（着ぐるみ人形とともにチラシ・防犯グッズの配布） 

      １２月２３日（金） 
年末警戒パトロール・街頭キャンペーン 

（安全宣言と「５つの約束」カード・クリスマスチョコレートの配布） 

平成１８年 １月 ９日（月） 「１１０番の日」キャンペーン（買い物客に１１０番のかけ方を説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 反響 

  子どもたちによる万引き防止のための活動がクローズアップされ、NHK「難問解決！ご

近所の底力」で全国放送されるなど大きな反響がありました。 



 

イ ホームロックキッズの養成 
子どもたちに鍵かけなど防犯の大切さを教えることで 

各家庭の防犯力を高めようと、防犯組合が中心となって 
小学校高学年児童を対象とした防犯講習会を実施しまし 
た。わが家の鍵かけ担当官（ホームロックキッズ）とし 
ての活躍を期待して、受講した小学生には「鍵かけ啓発 
キーホルダー」を手渡しました。 
 

実 施 年 月 日 学 校 名 対   象 
平成１７年  ３月  ７日（月） 長 束 小 学 校 ５年生  ７０人 
平成１７年 ３月１０日（木） 緑 井 小 学 校 ４･５年生 ２１０人 

伴 東 小 学 校 ５年生  ７５人 
平成１７年 ３月２２日（火） 

伴  小  学  校 ５年生  ９３人 
   

 
Ⅳ 自転車の運転マナーアップ 

 
ア 生徒への指導の実施 

自転車の無灯火、二人乗り、スピードの出し過ぎなどのルール違反を正すことが社会のル

ールの遵守につながることから、各高校の駐輪場などで適宜機会をとらえて生徒に対する自

転車の運転マナーアップ指導を行いました。 
 

・  日  時 平成１６年７月１６日(金)下校時 

・  場 所 区内６校の駐輪場 

・  実施者 部会員、学校、PTA、防犯組合、広島北警察署 

・  概 要 無灯火自転車にイエローカードとチラシを交付して指導 

 
・  日  時 平成１７年１月１４日(金) 

・ 実施者 安西高校、協議会員、広島北警察署 

・ 概 要 高校生に対するマナーアップの指導 

 

・ 実施日 毎月１日（平成１７年９月～平成１８年３月）  
・ 場 所 安西高校入口、アストラムライン伴駅前、ＪＲ緑井駅前 ほか   
・ 概 要 通学時間帯（7:45～8:30）における自転車の二人乗り、併走、 

信号無視等に対する指導 
           

 
イ マナーアップ標語の募集と横断幕の作成 

      生徒たち自身に自転車の運転マナーについて考えて 
     もらおうと、区内６高校を対象にマナーアップ標語を 
     募集し、平成１７年１月、各学校の代表作品を横断幕 
     にして学校のフェンスや駐輪場などに掲出しました。 

 

第３章 事業の実施状況 



 

ウ オートライト自転車の普及（オートライトでナイト運動） 
     自転車の無灯火による交通事故が多発していることから、 

ハブダイナモ式オートライト自転車の普及を図るため、マナ 
ーアップ指導とあわせて、普及促進リーフレットの作成や学 
校・自転車販売店への働きかけを行いました。 

          これらの取組みに関しては、協議会の枠組みを越え、交通 
安全協会とも連携して実施しました。 
 

 
Ⅴ 児童館ふれあいステーション事業 

       区内全１４児童館において、子どもたちの犯罪被害防止と健全育成を目的とした取組み（紙芝

居、ＣＡＰ等）への支援を実施しました。 
    また、広島市安芸区で発生した女児殺害事件を受け、児童館での折り鶴の作成を通じて子ども

たちに事件の悲惨さを教えるとともに、子どもたちが安全への誓いと哀悼の意を込めて作った折

り鶴を矢野西小学校へ献呈しました。 
 

・ 日 時 平成１８年２月２日(木)16:30～ 

・ 場 所 広島市立矢野西小学校 校長室 
・ 参加者 協議会会長、青少年健全育成部会長、安佐南区役所、 

安佐南区児童代表（中筋児童館 男女２人） 
・ 概 要 協議会会長が哀悼の辞を延べた後、児童代表が安全への誓いを朗読し、折り鶴を 

矢野西小学校の子どもたちへ献呈 
 
 

     事業の県内波及をめざして 

     モデル事業の大きな目的の１つである「効果的事業の県内への波及」を実現するため、事務

局長による各種研修会での講演やマスメディアを通じての広報など、あらゆる機会をとらえて

ＰＲ活動を行いました。 
     マスメディアに取り上げられることは、事業の波及という目的達成につながるだけでなく、

事業を行っているメンバーや区民の励みにもなり、活動に弾みがつくという側面もありました。 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 

４ 

地域安全推進指導員等の研修会で説明する事務局長 テレビ局の取材を受ける協議会のメンバー 



 

 
 
 

 モデル事業の成果 

   モデル事業の成果として、まず、住民・行政・警察が一体となって取り組んだことにより、 
「平成１５年からの３年間で犯罪件数を平成１４年対比で３割減少させる」という 
「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の犯罪抑制目標以上に犯罪を減少できたこと 

そして、 
自分たちの地域の安全に関心を示し、地域で何ができるかをみんなで考え、そして 
行動するという意識が区民に芽生え、自主防犯活動の輪が広がっていったこと 

が大きな成果であるといえます。 
 

Ⅰ 刑法犯認知件数の大幅な減少 
     安佐南区を管轄する広島北警察署の平成１７年中の 

刑法犯認知件数は、２年間のモデル事業実施期間を経 

て 29.4%減少し、平成１４年対比では、40.6%減少 

しました。 

   【刑法犯認知件数の比較】 

 H14 H17 

広島北署 4，622 件 2，744 件（▲40.6%） 

県 全 体 59，330 件 36，938 件（▲37.7%） 

   
 

Ⅱ 区民の防犯意識の向上 
モデル事業の実施により、区民の防犯意識がどのよ 

うに変化していったかを検証するため、自宅や乗り物 
への施錠に関する防犯意識アンケートを計３回実施し 
ました。 

第１回と第３回の結果を比較すると、「自宅や車に 
鍵をかけている」と回答した人の割合は、15.1 ポイ 

ントアップしました。（詳細は、巻末の付録参照） 
 

 
Ⅲ 防犯ボランティア活動の拡大と定着 

     全学区で月１回以上のパトロール活動の定着化を目 
指し、自主防犯パトロール隊の結成促進を図った結果、 
平成１８年３月末現在、全２４学区で７６隊約 2,400 

人のパトロール隊が活動しています。 
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（H16. 6） 

（H17. 1） 

（H17.10） 



 

 Ⅳ その他 
沓掛国家公安委員会委員長が視察のため来県し、「減らそう 

犯罪」安佐南まちづくり協議会の役員と意見交換会を開催しま 
した。沓掛大臣から「みなさんの自発的な行為に強い感銘を受 
けている。安佐南区は日本でもトップクラスの対応をしておら 
れる。」との講評を受け、同月開催された犯罪対策閣僚会議に 
おいて、協議会の取組みが紹介されました。 

 
・ 日 時 平成１７年１２月１４日(水) 13:00～13:40  

    ・ 場 所 広島北警察署 講堂   

    ・ 出席者 国家公安委員会委員長、警察庁審議官、 
          広島県警察本部長、広島北警察署長、 
          「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会役員 等  

・ 概 要 各役員が「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会 
の概要、事業の推進状況などを説明 

 
 

     安全・安心なまちづくりのポイント 

モデル事業を振りかえって、有効であったと認められる点は、 
単なる防犯活動という捉え方ではなく、地域のまちづくり、とりわけ、 
誰もが願っている“安全なまちづくり”という位置づけを行ったこと 

により、区役所、警察をはじめ、防犯以外のボランティアなど多くの区民の理解と協力が得られま

した。 
次に、 

これまでの行政や警察主導で進める考え方を払拭し、多少時間がかかっても 
各部会で責任を持って最後まで事業を進めていくようにしたこと 

  により、部会のメンバーが主体的に動くようになりました。 
また、部会など会議のほとんどが夜間、行事の多くが休日でしたが、 

部会員をはじめ、区役所・警察職員も必ず、各部会や行事に参加して、 
一緒に汗を流したこと 

  により、人間関係がより強固となり、多少の無理も聞きあえる間柄になりました。 
最後に、 

活動の経過や結果、犯罪の発生状況などを 
メンバーや区民へ定期的にフィードバックしたこと 

  により、区民のために活動しているという充実感・達成感を味わったり、逆に改善に向けたヒント

を得たりすることもできました。 
 
 

２ 

犯罪対策閣僚会議の説明資料 



 

     モデル事業の今後の展開 

   平成１７年度末をもって、モデル事業自体は終了しましたが、協議会委員や区民からの強い要望

により、平成１８年度以降も、事業主体を「安佐南防犯組合連合会」へ移し、本モデル事業で得ら

れた組織運営のノウハウを導入して、「減らそう犯罪」安佐南まちづくり事業を引き続き展開する

こととしました。 

    具体的には、防犯組合連合会内に、協議会メンバーを中心に構成した施策検討組織（３部会）を

設置し、タイムリーかつ効果的な施策検討を実施するものです。  
   あわせて、広島県や広島市においても、このモデル事業の成果の波及を図るため、平成１８年度、

「市町による安全なまちづくり支援事業（県）」や「減らそう犯罪推進事業（市）」を実施すること

としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 

広 島 県 

有効施策の 
継承・定着 

「減らそう犯罪」 
安佐南まちづくり協議会 

防犯意識 
向上部会 

青少年健全 
育成部会 

 

安全なまち 
づくり部会 

 

広 島 市 

検証・県の施策 
への反映 

支援 
協力 

支援 
協力 

「
減
ら
そ
う
犯
罪
」
住
民
・
行
政
・
警
察
協
働
モ
デ
ル
事
業 

H18 年度～ 

広島市による「減らそう犯罪推進事業」の展開 

地
域
に
密
着
し
た
施
策
展
開 

広
島
市
内
へ
の
波
及 

市 

内 

８ 

区 

減らそう犯罪推進事業 
 

【事業内容】 
・「減らそう犯罪」区民大会の開催 
・スタンド式掲示ボードの設置 
・防犯パトロール隊への資機材支援 
・貸出用青色回転灯の整備  
             ほか 

活動母体 

ほか 

●市町による安全なまちづくり支援事業 
安全なまちづくりのための市町の取組み（地域

活動支援，団体育成支援，資機材整備等）に対し
て補助金を交付 

県による「減らそう犯罪推進事業」の展開 

県
内
へ
の
波
及 

●安全なまちづくりリーダー育成事業 
 安全･安心アカデミー(仮称)を設立して、安全･安
心なまちづくりに関する県民･事業者ニーズに対
応できる安全なまちづくりリーダー(仮称)を養成 

減らそう犯罪推進事業 

H16・H17 年度 
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モデル事業の今後の展開イメージ 
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＜部会長１人・副部会長２人＞ 

○安佐南区社会福祉協議会 

○安佐南区女性団体連合会 

○JA 広島レディースクラブ 

○「安佐南まもるんジャー」隊 

○安佐南区老人クラブ連合会 

○安佐南消防団 

○ＪＲ可部駅 

○広島北タクシー防犯･交通安全協力会 

○広島北金融機関防犯組合 

○中国新聞専売会 

○古市公民館（区内調整館） 

○地域安全推進指導員 

○地域安全推進員（班長） 

○安佐南防犯組合連合会 

○安佐南消防署 

○安佐南区役所（区政振興課）  

○広島北警察署 

＜部会長１人・副部会長２人＞ 

○安佐南区商工会連絡協議会 

○ 広 島 北 コ ン ビ ニ エ ン ス ･ ス ト ア 連 絡 協 議 会  

○広島北遊技業防犯協力会 

○広島北暴力追放防犯連合会 

○中国電力広島北営業所 

○広島高速交通 

○国土交通省可部出張所 

○職域安全推進連絡員 

○地域安全推進員（班長） 

○安佐南防犯組合連合会 

○安佐南区役所（管理課･区政振興課） 

○広島北警察署 

 

“安全で安心な安佐南づくり”に関する事業の主体を「広島北防犯組合連合会」に戻し、同連合会
組織に現協議会（モデル事業）での組織運営のノウハウを導入する。現行の防犯組合連合会の規約
を新組織運営に支障のないよう一部改正を行い、名称も行政区に整合させ、「安佐南防犯組合連合
会」とする。 

 
※ 安佐南防犯組合連合会組織内に施策検討組織（３部会）を設置して、タイムリーかつ効果的な施策検討（原

則、月１回）を行う。各部会は現協議会のメンバーを中心に構成する。 
  同連合会の事業は、多くの区民等が参画しやすいようモデル事業で定着している「『減らそう犯罪』安佐

南まちづくり事業」と称して推進する。 
 
※ 部会検討事項については、同防犯組合連合会役員会（原則、年６回）で決する（各部会長・副部会長出席）。 
 
※ 事務局は、広島北警察署１階におく（会議等は、署のほか、区役所、公民館も活用する）。 

 
○ 防犯組合本来の活動が引き出せる。（区民に防犯組合の活動がよく見える） 
○ 各組合長、地域安全推進員が目的意識を持って具体的施策に参画できる。 

（区民と一体となった取組みの展開が可能） 
○ 地域安全推進指導員、職域安全推進連絡員の任務が明確になる。 
○ モデル事業の成果が反映できる。 

＜部会長１人・副部会長２人＞ 

○安佐南区青少年健全育成連絡協議会 

○広島市学区体育団体安佐南区連合会 

○安佐南区地域活動連絡協議会

（母親クラブ） 

○安佐南区子ども会連合会 

○安佐南区民生委員児童委員協議会 

○安佐南区ＰＴＡ連合会（小･中） 

○安佐南区保護司会 

○安佐南地区更生保護女性会 

○人権擁護委員 

○少年を育む安佐南区民の会 

○広島北署少年補導協助員連絡協議会 

○小学校長会、中学校長会 

○区内６高等学校 

○広島経済大学、安田女子大学 

○広島地方検察庁 

○広島市教育委員会 

○子どもの犯罪被害防止対策ＰＴ 

○地域安全推進員（班長） 

○安佐南区役所（区政振興課） 

○広島北警察署（少年育成官） 

 

「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会の方向性 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

～具体的事業検討を担う組織～ 

防 犯 意 識 向 上 部 会 安全なまちづくり部会 青少年健全育成部会 

安佐南防犯組合連合会 (仮称) 
～「減らそう犯罪」安佐南まちづくり事業～ 

安 佐 南 区 役 所 

方向性 

組 織 構 成 

（原則年６回開催） 

メリット 

指導・支援 

（原則月１回開催） 

広 島 北 警 察 署 指導・支援 

（総会 年１回開催） 

役 員 会 

～部会検討事項の審議～ 

（順不同） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防 犯 意 識 向 上 部 会 

 
部会長 清水 弘明 

 
  

 
「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会の２年間の活動を今振り返ってみると本当に

短い期間であったと思いますが、この期間に防犯意識向上部会としては、部会員の一致団

結した行動力で効果的な活動が遂行でき、成果に対し達成感も得られたものと考えます。 
 私も、協議会の発足準備段階から携わり、協議会の名称、会則、組織編成、各部会員の

加入依頼などから始まり、協議会解散まで関与してまいりましたが、協議会に対し、警察、

行政、地域団体、企業、学校関係者のすべての関係者からの献身的な支援、協力が得られ

ましたことに対し、改めて心から感謝申し上げる次第です。 
 さて、部会活動を推進するにあたり心がけたこと、及びその成果などに関し、少し感想

を述べてみます。 
☆ 部会員は地域団体、行政などから選任された 18 人で編成され、職業、経歴、活動分

野、年齢などすべて異なっているために、21 万人の安佐南区民の声を反映した意見の集

約とそれに基づく活動が可能となりました。 

☆ 部会は毎月２回開催し、部会で検討した内容を毎月１回開催される役員会で審議、決

定した後に活動を開始する過程を徹底したことにより、より充実した活動内容となると

ともに、各活動が協議会としての幅広い支援と協働によるものとして推進できました。 

ただ、部会員の月２回の部会出席と部会長の月３回の会議出席は厳しい時期もあった

が、それ以上に事務局による会議準備と活動に繋げるフォローは、さらに厳しかったも

のと思います。 

☆ マスコットキャラクターやスローガンなどの公募のほか、区民に対する３回の防犯意

識アンケートなどを実施したことが、防犯意識向上に効果的であったし、また住民と一

緒になった活動に発展したものと思います。 

☆ 地域の安全・安心を住民自体で創る活動で最も効果があったのは、防犯パトロール隊

の結成及び青色防犯パトロールの促進であります。地区の防犯組合、町内会、学校・Ｐ

ＴＡ、老人クラブ、事業者、店舗などで編成された多数のパトロール隊が２年間で編成

され、区内の隅々まで昼夜の活動を行っていただいていることに敬意を表するとともに、

今後もさらにパトロール隊が増加し、その活動が長く継続することを期待しています。 

 

部 会 長 あ い さ つ 

第４章 モデル事業の成果と今後の取組み 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全なまちづくり部会 

 
                     部会長 笹岡 繁 
 
 
 
 県・市の支援を受けて取り組んだ２年間のモデル事業でしたが、当初の目標を上回るほ

どの成果が上がり、ご協力をいただいた皆様方には心から感謝申し上げます。 
各学区の防犯組合の皆様には、放置自転車の撤去作業においては、冬場の冷たく寒い中

を何度もご参加いただき、約 2,000 台の放置自転車を撤去することができました。作業に

参加された高校生・大学生をはじめ、多くの企業の皆様の、「わがまちをきれいにしよう！」

との熱い思いのボランティア精神に参加者の誰もが明日の安佐南区に夢と希望を感じられ

たのではないでしょうか。 

 また、「一家一点灯運動」の推進には、個人、世帯による考え方の違いもあり、すぐにと

はいきませんが、今後の防犯対策の最優先課題ではないかと思われます。と同時に、区内

にはまだまだ夜間に暗い路地や駐車場が多く、早急な防犯灯の設置充実が望まれておりま

す。 

 テレビのニュースでは、毎日のように幼い子どもたちが凶悪犯罪に巻き込まれています。 

少子高齢化の時代に子どもたちが安心して、そして安全に成育できる地域環境を創らな

ければなりません。私たち一人ひとりの力は小さくても、それぞれが小さな力を持ち寄れ

ば、熱い何かが生まれそうな気がします。私たちは、このモデル事業を通じてボランティ

アの意義を再認識させられたのではないかと思っています。 

 終わりになりますが、多くの先輩方にご協力いただき、若輩者の私を助けていただきあ

りがとうございました。衷心よりお礼申し上げます。 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年健全育成部会 

 
                     部会長 村田 和之 

 
 
 
広島県下で犯罪の街と悪名を轟かした安佐南区に、2 年前、官民一体となって取り組む

モデル事業として「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会が設立されました。その先進

ともいえる 8 年前から暴走族等徘徊する青少年を自宅に帰そうと区内の青少年健全育成に

取り組み活躍していた「少年を育む安佐南区民の会」の代表として、「減らそう犯罪」の青

少年健全育成部会を担当することとなりました。 

 2 年間を振り返って、まずこの協議会にご協力いただいた地域の各団体の皆様方には遅

まきながら書面を通じて厚くお礼申し上げます。当初は、ご協力いただける各団体が何を

主として活躍できるかお尋ねし、同じ奉仕するなら楽しく取り組もうと協議しながら事務

局の指導に添ってスタートしました。 

 2 年間、予算付きのモデル事業ということで、一方的な協力依頼に何もいわず全力投球

で対応いただいたことは誠に頭の下がる思いでありました。おかげで「犯罪件数の３割減」

を大きく上回る数値で目標を達成、安堵しているところです。 

2 年前、県警本部長との会談の中で、モデル期間が終了しても何かの形で継続すること、

また、次の目標はもう少し欲を出して 5 割減としてはと、厚かましくも進言いたしました。 

これに対して、本部長はその根拠を質問され、私は犯罪を起こさない人間づくり、底辺の

指導、しつけ等忘れ去られている一面もあり、また、その実現も夢ではないと力説したこ

とを思い出します。 

私の儚
はかな

い願いが正夢となり、新しい方針が公に組まれたことは喜ばしいことであります

が、継続することの難しさ、一抹の不安もあります。しかし、子ども達の未来のために、

今を生きる大人の一人として責任を持たなくてはと思います。 

幸いにして、安佐南防犯組合連合会が引き続きその任務を受け継ぐと決まり、尚一層の

活躍をお祈りするとともに、これからは一日も早く、犯罪者とならないための人間形成、

家庭のしつけ、若い保護者へのサポート等、現状を見直し行動をとることが防犯活動とと

もに急務ではないかと思うところです。 

私たちは自分一人では生きていけません。共存共栄し、世界の中の日本で、広島で、

地域で、家庭で必要とされる人間育成をしなくては、いつまでたっても犯罪を減らすこと

はできないでしょう。 

 この度の貴重な体験を通じて、心に思いつくままに記した乱文を平にお許しください。 

 「狭くとも住まいは足れり広くせよ、己が心天地（あめつち）のごと」 
 

第４章 モデル事業の成果と今後の取組み 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会 
事務局長 水山 芳徳 

 

 

 

協議会は「安佐南区コミュニティ交流協議会」を中心に約４０の団体・個人の方に参画

してもらいました。３つの部会で問題点や実施計画を詰めての取組みで大きな成果を上げ

ましたが、その過程の中でますます多くの人材が集まり豊富なアイディアに恵まれました。 

  行動は住民代表の地域安全推進員をメインに事業者・行政がともに汗を流して協働し、 

安佐南区に新たな「まちづくり」のパターンができた気がします。 

学校の協力も大きな影響を与えました。標語やポスターなどで全児童・生徒がこの事業

に関わることができました。高校はマナーアップの取組みや協議会事業の行動支援として

ボランティアに参加してくれました。 

事業所では、特に商工会を中心にタクシー・交通関係、映画館・報道関係、コンビニ、

地元の新聞販売所、電力会社や金融機関、また、ライオンズクラブからも絶大な支援をい

ただきました。県のプロジェクトチームの参加も心強い支えとなりました。 

期間中に「安佐南まもるんジャー」隊が結成され、全国初の防犯少年団として協議会の

象徴となり全国的なエリアで紹介されました。 

  同じく、一般公募を行い、区民の協力で完成したマスコットキャラクター「みはるちゃ

ん」「みまわりくん」も事業浸透に大きく貢献しています。 

多くの事業を手がけましたが、特に印象に残っているものは、 

    ・自主防犯パトロール隊の立上げ 

    ・地域安全マップの取組み 

・安東学区鯛の迫地区での暗がり調査 

・放置自転車撤去作業に住民･企業･学生が参加 

・JR 可部線を守る沿線パトロールの実施 

などです。 

反省点としては、 

    ・多くの文教施設がありながら、今一歩大学生へのアプローチができなかったこと 

・成果が数値重視となり、他の評価方法も必要ではなかったかということ 

・各事業のアピール性は抜群であったが、運動論（仕組みづくり）の捉え方が不足し

ていた感があり、今後の定着に若干の不安があること 

・立ち上げまでの期間が短く、事業計画案・任務分担など運営面の取組みが不十分で

あったこと 

・行動面での主体となった防犯組合との関係で意思疎通が欠けたこと 

などが挙げられます。 

モデル事業を終えて、広島北防犯組合連合会は「安佐南防犯組合連合会」と名称変更し、

他の連合会にない、施策検討組織（３部会制）を取り入れ、新たな出発をしました。今後

とも、県内の各機関、団体の皆さまのご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 

事 務 局 長 雑 感 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録 関連資料 

付録 関 連 資 料 

作成した主な広報資料など 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空車タクシーによる警戒ステッカー（サンバイザー用） 

区内全小･中･高等学校を対象に募集した標語をチラシに 

スローガンと「一家一点灯運動」促進用のステッカー 区民から応募されたマスコットキャラクターの原画 

みはるちゃん みまわりくん 



 

防犯意識アンケート集計結果 
 

 第１回 第２回 第３回 

実施期間 H16. 6. 7～H16. 7. 9 H17. 1. 4～H17. 1.31 H17.10.30～H17.12.20 

実施人数 １，５９４人 ２，４８９人 ２，９０４人 

実施場所 広島市安佐南区内 

実施対象 広島市安佐南区内に居住されている方 

 
Ｑ１ あなたは今の安佐南区の治安をどう思いますか？ 
 

  １ よい     ２ 普通     ３ わるい     ４ なんとも思わない 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Q2 安佐南区が「減らそう犯罪」モデル地区であることを知っていますか？ 

 

  １ よく知っている     ２ 聞いたことはある     ３ 知らなかった 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

安佐南区の治安をどう思うか

7.3%

4.9%

57.7%

61.4%

32.8%

31.6%

1.0%

0.9%

1.2%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

よい 普通 わるい なんとも思わない 無回答

モデル地区であることを知っているか

49.0%

43.3%

33.6%

35.0%

16.9%

21.5% 0.2%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

よく知っている 聞いたことはある 知らなかった 無回答

安佐南区の治安について、「ふつう」「よい」と答えた割合は、ほぼ変わりま

せんでしたが、「よい」と答えた区民の割合は 2.4 ポイント増加しました。 

 「減らそう犯罪」モデル地区であることを「よく知っている」「聞いたこと

がある」と答えた区民は 82.6％で、前回調査から 4.3 ポイント増加しました。 

付録 関 連 資 料 



 

Q3 治安を良くするために、私たちの最も重要な取組みはどれですか？ 
 
  １ 住民パトロール   ２ 情報連絡   ３ 隣近所の連帯   ４ 警察への通報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ４ あなたは、二輪車（バイクまたは自転車）から離れるときや自宅等に駐輪するとき、 
  わずかの時間でも、必ずキーを抜いていますか？ 
 
  １ 抜いている  ２ ときどき差したまま  ３ いつも差したまま  ４ 運転しない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治安を良くする最も重要な取組みは

31.3%

24.1%

17.9%

20.1%

45.6%

49.7%

5.2%

4.1%

1.0%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

第3回

第2回

住民ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 情報連絡 隣近所の連帯 警察への通報 無回答

 治安を良くするための取組みとして、45.6％の区民が「隣近所の連帯」を

挙げましたが、住民パトロールを重視する意見が前回調査から増加しました。 

二輪車のキーを抜いている人の割合は 89.1％で、第 1 回調査から 19.4 ポ

イント増加しました。 

二輪車のキーを抜いているか

89.1%

72.2%

69.7%

8.1%

22.5%

21.8%

5.3%

8.5%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

第1回

抜いている ときどき差したまま いつも差したまま

「運転しない」及び 

無回答は除外 



 

Ｑ５ あなたは、二輪車（バイクまたは自転車）から離れるときや自宅に駐輪するとき、  
わずかの時間でも、必ず補助錠（ワイヤー錠、チェーン錠など）をかけていますか？ 

 
  １ かけている  ２ ときどきかけない  ３ いつもかけない  ４ 運転しない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ６ あなたは、自宅を留守にするとき、わずかの時間でも、必ず家のすべてのドア、窓  

（２階を含む）に鍵をかけていますか。 
 
  １ かけている  ２ ときどきかけていない  ３ いつもかけていない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二輪車に補助錠をかけているか

40.9%

29.5%

32.5%

14.5%

25.3%

20.9%

44.5%

45.3%

46.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

第1回

かけている ときどきかけない いつもかけない

外出時に自宅に鍵をかけているか

68.1%

56.0%

51.7%

25.0%

36.3%

39.6%

6.9%

7.7%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

第1回

かける ときどきかけていない いつもかけていない

無回答は除外 

 二輪車に補助錠をかける人の割合は 40.9％で、第１回調査から 8.4 ポイン

ト増加し、いつもかけないと答えた人の割合は 2.0 ポイント減少しています。 

 外出時に鍵をかける人の割合は 68.1％で、第１回調査から 16.4 ポイント

増加しました。 

「運転しない」及び 

無回答は除外 

付録 関 連 資 料 



 

Ｑ７ あなたは、就寝するとき、家のすべてのドア、窓（２階を含む）に鍵をかけていま  
すか。 

 
  １ かけている  ２ ときどきかけていない  ３ いつもかけていない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 全体では…（Ｑ４～Ｑ７の集計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍵をかけて(抜いて)いるか（集計）

68.5%

59.9%

53.4%

17.9%

25.4%

29.5%

13.6%

14.6%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

第1回

かけている・抜いている ときどきかけていない・差したまま

いつもかけていない・差したまま

「運転しない」及び 

無回答は除外 

就寝時に自宅に鍵をかけているか

73.5%

77.4%

58.5%

20.4%

17.0%

32.0%

6.1%

5.6%

9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回

第2回

第1回

かけている ときどきかけていない いつもかけていない

無回答は除外 

 就寝時に鍵をかける人の割合は 73.5％で、第１回調査から 15.0 ポイント

増加しました。 

 全体では、鍵をかけて(抜いて)いる人の割合は 68.5％で、前回調査からは

8.6 ポイント、第 1 回調査から 15.1％ポイント増加しました。 

防犯意識が 

１５．１ポイント増加！ 
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